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各登録申請書類の提出について

（ベトナム・インド・タイ）

資料２



要領の概要

インド、ベトナム、タイについては全て「二国間協議に係る
生果実輸出検査実施要領」に基づいている。
ただし、国毎に必要事項が異なるので複数国の申請には
注意が必要
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１ 主な注意点（ベトナム） 毎年申請

●各申請書様式  → 備考欄への記載事項や担当者連絡先の記載に留意

●園地の見取り図 → 二国間要領に記載されていないが、園地検査の際に

 必要（輸出検査実施要領第４）

●対象樹への目印  → 樹数や品種が多数ある場合など、円滑な園地検査

実施のために必要

●園地への看板設置→ 不要（令和6年産から）

 ※既に設置している場合は撤去の必要はない
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（作成例）園地の見取り図
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※現地検査時の駐車場所から対象樹までの動線を意識し、園地周辺の情報を入れて
 作成してください。→前年と同じ園地・樹でも、見取り図は必ず作成・提出してください！

雑木林

雑木林

雑木林

他

園

地

園地No.、生産者名、
所在地を記載

マルバについては、樹に付けた番号と
同じ数字を地図上にも記載

品種、有袋・無袋、
本数を記載



収穫前開花期
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（参考）生産園地における＜蛍光テープ＞による目印

検査員が確認しやすいように、葉が繁茂してい
ても確認しやすい位置に目印を付けてください



２ 主な注意点（インド） 毎年申請

●各申請書様式

  → 園地申請、選果こん包施設、低温処理施設、くん蒸処理施設の申請、

査察官招へい要請申請

●査察事務と査察に関する経費※は施設登録者負担。

 施設登録申請事業者数等により負担額に変動あり。

※査察官航空機チケット、宿泊費、日当、通訳、県内移動に係る車両

  → 査察官要請書の提出（施設登録事業者→県）

 施設登録申請時に併せて提出

●輸出可能時期の確認

  → 輸出可能になっているかどうかを必ず県や植防に確認すること

   （査察が終了し、当局から輸出可能の回答が来ているかどうか）
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３ 主な注意点（タイ） 毎年申請

●申請書様式    → 二国間要領に変更（令和7年産から）

   園地と選果こん包施設の登録

   （これらの登録だけでは輸出できない）

●毎年申請     → 令和6年産より毎年申請に変更

    （令和5年産以来再開される場合要注意！）

●選果こん包施設の認定 → 輸出前にタイの基準に適合している選果こん包

（適合証明書の発行）   施設として認定されることが必要

   （認定主体は県、国、登録認定機関、民間機関）

●原本証明された認定書 → 実際の輸出１回に対し原本証明書が必要

（原本証明書）    （書類が必要な日から２週間前の申請が必要）
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選果こん包施設における適合証明書の認定主体（タイ）
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※１ 「タイ向け輸出青果物の取扱要綱」に基づき認定・発行

※２ 「タイ向け輸出食品の取扱要綱」に基づき認定・発行

＜告示第386号また第420号に関する証明書として認められる証明書の例＞ 出展：農林水産省HP令和７年９月８日時点版
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船積み輸出通関

荷卸し輸入通関

国内輸送

海外輸送

輸出者
（輸出業者）

国内

選果こん包施設
事業者

産地市場生産者

国際輸送

タイ

卸・小売業者消費者

（参考）タイ向け青果物選果こん包施設に係る輸入規制のイメージ

証明書
………
………

輸入者
（輸入業者）

タイの衛生管理基準※に基
づく適合証明書の取得

※タイ国内外に対して一律に求
められているもの

（英語）

原本写し
証明書
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県が認定主体となり適合証明書を発行する場合
（タイ）

 「タイ王国向け輸出の選果こん包施設に係る証明制度実施要領」に基
づき、県りんご果樹課による申請書類の確認及び現地検査の実施

 現地検査の結果、適合判定となった場合、県証明書を発行

 申請書受付から証明書発行まで、約3週間

 輸出で使用する県証明書の原本証明は、県りんご果樹課に別途申請
（１通あたり県収入証紙750円が必要）

 申請書受付から証明書交付まで、約2週間

 県証明の有効期間は、証明書の交付の日から起算して3年

※ 申請書受付期間は、

令和８年７月21日から令和9年２月25日まで



【参考】タイ王国向け輸出の選果こん包施設に係る証明制度実施要領に基づく
チェックリスト（一部抜粋）
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各申請書類の提出について（申請者→県）

※ ①～⑥「二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領」の様式を使用
※ 押印不要
※ タイの県証明書と同証明書の原本証明書は別途必要
※ ⑦標準作業手順書の様式は任意（タイは提出必須、インドは有することが条件）
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申請種類 様式 ベトナム インド タイ

①生産園地 第1号 ○ ○ ○

②選果施設 第3号 ○ ○ ○

③保管施設 第5号 ○ × ×

④低温処理施設 第7号 ○ ○ ×

⑤くん蒸処理施設 第9号 × ○ ×

⑥査察官招へい要請 第14号 × ○ ×

⑦標準作業手順書 任意 × △ ○

提出期限
（申請者→県）

①3月16日(月)
②③④4月13日(月)

①3月16日(月)
②④⑤⑥4月13日(月)

①②⑦6月15日(月)



留意事項について
項目 ベトナム インド タイ

①生産園地の包括申請 ×
〇

（市場も申請）
〇

（市場も申請）

②園地検査
〇

(開花期・収穫前)
× ×

③選果技術員識別研修
〇

(必須)
〇

(必須)
×

④低温処理技術員研修
〇

(必須)
〇

(必須)
×

⑤輸出先防疫官査察
（原則年１回）

×
〇

(費用負担有)
×

⑥適合証明書 × ×

〇
(要別途申請)
※年1回の「有効
性確認」あり
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各申請書類（園地、施設登録）の提出方法について

【提出方法】
電子メールによる提出（タイ適合証明を除く）
当課メールアドレス：ringo＠pref.aomori.lg.jp
※メールアドレスから企業・団体名が分からない場合があるため、
メールによる連絡の際は表題（サブジェクト）に企業・団体名を
ご記載ください。
【例】Re:ベトナム輸出の園地登録申請について（●●りんご(株)）

・メール本文に会社・団体名・所在地・連絡先が記載された署名もあると
スムースな連絡が可能ですので御協力ください。

●メールによる申請・連絡ができない場合
＜青森県りんご果樹課 流通加工グループ＞にお電話でお問い合
わせください。→電話：０１７－７３４－９４９１
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園地・各施設・査察要請の
申請書類の記載例について

県に提出が必要な書類の記載例は、

参考資料の各国別各申請書記載例
を確認し、作成してください。
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参考１－１
二国間協議に係る 生果実 輸出検査 実施要領

参考１－１
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参考１－２
県に提出する園地登録、選果こん包施設等の
登録申請記載例（ベトナム向け）
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参考１－３
県に提出する園地登録、選果こん包施設等の
登録申請記載例（インド向け）

18



参考１－４
県に提出する園地登録、選果こん包施設等の
登録申請記載例（タイ向け）

１９



２０20

参考１－５
植物防疫所へ提出する申請書類の記載ルール
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